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○
消
費
者
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び
消
費
者
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四
十
八
号
）
（
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則
第
六
条
関
係
）

１
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○
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

消
費
者
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

第
四
条

消
費
者
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
事
務
（
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
事
務
（
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（

（
新
設
）

令
和
四
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
よ
る
法
人
等
か
ら
の
寄
附
の
勧

誘
を
受
け
る
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
～
二
十
七

（
略
）

二
十
三
～
二
十
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


